
２．教職大学院の特性（既存の修士課程との違い）

３．現状

① 設置大学数【平成３１年度】 ： ５４大学（国立大学４７校、私立大学７校）
② 教員就職率（※）【平成３０年３月卒業者】： ９３．７％
（参考）国立教員養成大学・学部の学部新卒者の教員就職率：６７．０％

国立教員養成系修士課程の修了者の教員就職率：５３．４％
（※）現職教員学生を除く教職大学院修了者のうち教員に就職した者（臨時的任用を含む）の割合を指す。

③ 入学定員充足率【平成３０年度】 ： ９７．２％ （前年度より０．３％減）
④ 志願者数【平成３０年度】 ： １、７３８人 （前年度より６人減）
⑤ 入学者数【平成３０年度】 ： １、３７０人 （前年度より２８人増）

（現職教員：６６８人（４９％）学部新卒学生等：７０２人（５１％））

１．教職大学院の目的及び機能

平成１９年度に、高度専門職業人養成としての教員養成に特化した専門職大学院として制度化。
（平成２０年度から開設）
① 学部段階での資質能力を修得した者の中から、さらにより実践的な指導力・展開力を備え、新しい学校づくりの有力な
一員となり得る新人教員の養成。

② 現職教員を対象に、地域や学校における指導的役割を果たし得る教員等として不可欠な確かな指導倫理と優れた実践
力・応用力を備えたスクールリーダーの養成。

教職大学院 教員養成系修士課程

修了要件 ４５単位以上 （うち１０単位以上は学校等での実習） ３０単位以上
修士論文の作成（研究指導）

教員 ４割以上は教職経験者等の実務家教員 大半が研究者

授業方法 ①事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答
②学校実習及び共通科目を必修とした体系的な教育課程

研究指導が中心

学位 教職修士（専門職） 修士（教育学）

教職大学院（専門職学位課程）制度の概要

出典：文部科学省総合教育政策局教育人材政策課調べ
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○ 教職大学院の課程の修了要件は、４５単位
以上（実習１０単位以上を含む）を修得す
ることと規定（専門職大学院設置基準第２９
条第１項関係）。

○ 共通科目の部分の単位数については、各大
学院に おける設定に委ねられているものの
総単位数から実習１０単位を引いたもののう
ちの半数以上が目安として示されている（平
成１８年中教審答申）。現行の教職大学院で
は、おおむね２０単位。

○ 実習については、現職教員について全部ま
たは一部免除することができると規定（同設
置基準第２９条第１項第２項関係）。現行の
教職大学院では、５大学で全部免除、２５大
学で一部免除を認めている。

※出典：平成３０年度教職大学院実態調査

＊各教職大学院によって、修了要件は45～54単位、学校に
おける実習は 10～14単位、共通科目は18～22単位とする
など、それぞれ工夫している。

現行の教職大学院の教育課程について


